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学習ポイント講義 予定表
学習内容

第１回 実務ポイント① 輸出申告、輸出統計品目表、HSコードについて、
類・項・号

第２回 実務ポイント② 課税価格の計算の基礎
第３回 実務ポイント③ 税率の選択、関税、消費税、地方消費税の計算、

輸入申告、実行関税率表
第４回 関税法ポイント① 輸入（納税）申告の時期、原産地証明書、輸入許

可前貨物の引き取り承認
第５回 関税法ポイント② 保税地域、関税額の確定、法定納期限と納期限

修正申告、更正の請求、更正
第６回 関税法ポイント③ 課税物件の確定の時、適用法令の日、納税義務者

AEO制度（特例輸入者と特定輸出者）
第７回 定率法ポイント 関税の減免税、戻し税制度
第８回 通関業法ポイント 通関業の許可、通関業者の権利・義務、通関業者

の監督処分、通督処分



関税の計算方法
課税標準 × 関税率 ＝ 関税額

従価税の場合
課税価格(円) × 関税率（％）
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一般税率 国定税率

簡易税率 少額貨物に対する税率
（課税価格２０万円以下の貨物）

税

率

携帯品・別送品に対する税率

協定税率

基本税率
暫定税率
特恵税率

EPAにおける協定税率

税率の種類 p.323



特恵税率（国定税率の一つ）
関税暫定措置法に定められているもので、開発途上国や地域を原
産地とする特定の貨物に対し、一般の税率より低い税率あるいは、
無税を適用することが規定されているが、その税率を特恵税率と
いう。
開発途上国などからの輸入を増やすことにより、間接的に経済発
展を支援しようとすることを目的としている。

特恵税率を適用する場合には、原則として「特恵原産地証明書」
を輸入申告の際に税関に提出する必要がある。
p.442～
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特恵受益国の定義

経済が開発途上にある国（または地域）である

関税に関して特別の便益を受けることを
希望するものである

便益を与えることが適当であるとして
本邦の政令で定めたもの

かつ

かつ
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国定税率（基本税率と暫定税率）の優先順位
p.322

暫定税率：税率の高い・低いに関わらず基本税率より優先する税率
例 基本税率 5％

暫定税率 8％ 暫定税率8％が適用される。

基本税率 6％
暫定税率 3％ 暫定税率3％が適用される。
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協定税率
協定税率：WTO(国際貿易機関）の加盟国が守らなければならない税率

WTO加盟国からの輸入については、WTOで定めた税率（協定税率のこと）を超え
て税率を課してはならない、とされている。
協定税率を適用し輸入する場合は、原産地証明書が必要。
例
①国定税率：5％ 協定税率：3％
☛協定税率の3％を適用しないとWTO協定違反になる。
②国定税率：3％ 協定税率：3％
☛国定税率は、協定税率を超えていないので国定税率の3％を適用できる。その結
果、当然であるが、原産地証明書の提出は、不要になる。
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一般の税率の例
（イタリアからの輸入：原産国イタリア）

基本税率 協定税率 特恵税率 暫定税率 EPA税率
貨物A 5％ 6％ Free 7％ ー

貨物B 3％ 3％ ー ー －

貨物C 4％ 10％ Free 5％ －
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税率の優先順位
貨物A 基本税率 5％

暫定税率 7％
協定税率 6％

国定税率 暫定税率 7％＞協定税率6％

貨物B 基本税率 3％
暫定税率 なし
協定税率 3％

国定税率 基本税率 ＝ 協定税率
国定税率は、協定税率を超えていない。
∴基本税率３％
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税率の優先順位
貨物C 基本税率 4％

暫定税率 5％
協定税率 10％

国定税率 暫定税率 5％＜協定税率 10％
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従価税の計算（p.578～）

課税価格×税率＝関税額

（チェック） 計算をしてみよう！
課税価格 1,230,600円
関税率 4.6％
消費税率 ７.8%
地方消費税 22/78



関税、消費税、地方消費税の計算
①関税の計算
1,230,000円（千円未満切捨て）×4.6％＝56,580 円
→納付すべき関税額 56,500円（百円未満切捨て）
②消費税の計算
1,230,600円（端数処理なし）＋56,500円（納付すべき関税額）＝1,287,100 円
1,287,000円（千円未満切捨て）×7.8％
＝100,386円
→納付すべき消費税額 100,300円（百円未満切捨て）
③地方消費税の計算
100,300 円（納付すべき消費税額）×22/78=28,289 円
→納付すべき地方消費税 28,200 円（百円未満切捨て）



輸入申告（NACCSを使用して申告）p.639

（例）ハンドバッグの輸入
HANDBAGS（COW-HIDE LEATHER COMBINED
WITH PRECIOUS METAL) 48pcs
Unit Price US$144.00 Amount US$6,912.00
(実勢外国為替相場の週間平均値 132円）

①品目番号の選択
②輸入申告価格 を求める。



実行関税率表１



実行関税率表２



HANDBAGS（COW-HIDE LEATHER
COMBINED WITH PRECIOUS METAL)
ハンドバッグの品目番号の選択 p.644
（実行関税率表）4202.21
１貴金属を使用したものでかつ6,000円を超えるもの

２その他のもの

ハンドバッグ 貴金属を使用したもの
課税価格 1個当たり 144ドル×132円＝19,008円
1に該当する。



革製のハンドバッグ
１ 貴金属を使用

課税価格1個当たり6,000円を超えるもの
（１）革製又はパテントレザー製のもの
（２）その他のもの

∴品目番号4202.21-110-1
申告価格 US$6,912.00×132円＝912,384円



絶対合格するぞ‼
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